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組
合
員
並
び
に
関
係
機
関
の
皆
様

に
は
、
日
頃
よ
り
石
岡
台
地
土
地
改
良

区
の
運
営
や
各
種
事
業
の
推
進
に
、
ご

支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
今
年
の
春
先
は
非
常
に
温
暖

で
、
例
年
よ
り
、
一
足
早
く
桜
の
便
り

が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
少
雨
傾

向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
田
植
え
前
後
に

は
適
度
の
雨
に
も
恵
ま
れ
て
、
皆
様
の

ご
協
力
の
も
と
順
調
に
用
水
を
行
う

事
が
出
来
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
国
営
農
業
水
利
事
業
で
造

成
さ
れ
た
用
水
施
設
は
事
業
完
了
後

　
年
以
上
が
経
過
し
、
特
に
揚
水
機
場

30の
配
水
を
制
御
し
て
ま
す
「
水
管
理
シ

ス
テ
ム
」
や
漏
水
障
害
の
多
い
幹
線
・

支
線
の
対
象
箇
所
の
早
急
な
更
新
事

業
へ
の
取
組
が
課
題
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
対
応
と
し
て
、
平
成
　
年
27

度
よ
り
施
設
の
機
能
診
断
を
国
に
お

願
い
し
て
お
り
、
今
後
は
こ
の
診
断
結

果
を
踏
ま
え
て
、
施
設
全
体
の
更
新
計

画
を
策
定
す
る
事
と
し
て
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
は
米
の
生
産
調
整
等
に

お
け
る
取
組
・
指
導
体
制
の
変
更
や
土

地
改
良
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
農

家
自
身
が
米
需
給
調
整
へ
の
係
わ
り

の
強
化
や
土
地
改
良
区
の
体
制
・
運
営

上
の
対
応
が
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
伴
い
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連

の
基
盤
整
備
事
業
も
創
設
さ
れ
て
、
農

家
負
担
の
大
胆
な
軽
減
策
や
事
業
同

意
等
の
手
続
き
の
省
力
化
が
盛
り
込

ま
れ
ま
し
た
。
現
在
事
業
を
実
施
し

て
お
り
ま
す
、
県
営
畑
地
帯
総
合
整
備

事
業
の
上
小
岩
戸
地
区
（
小
美
玉
市
）

や
東
成
井
西
部
地
区
（
石
岡
市
）
に
お

い
て
も
、
担
い
手
農
家
や
農
業
法
人
等

へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
が
進
み
、
畑

地
か
ん
が
い
を
利
用
し
た
営
農
が
始

ま
っ
て
お
り
ま
す
。

　
両
地
区
の
、
早
期
の
事
業
完
了
を
進

め
る
と
共
に
こ
れ
ら
の
優
良
事
例
や

今
回
新
た
に
制
度
化
さ
れ
た
農
地
中

間
管
理
機
構
関
連
事
業
等
を
活
用
し

て
、
周
辺
地
域
を
重
点
に
事
業
化
地
域

拡
大
に
努
め
て
参
り
ま
す
。

　
次
に
、
管
内
の
多
面
的
機
能
支
払
交

付
金
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
各
々
の
地

域
で
集
落
機
能
の
維
持
・
活
性
化
や
各

維
持
管
理
組
合
の
運
営
経
費
軽
減
な

ど
に
寄
与
し
て
お
り
、
引
き
続
き
良
好

な
活
動
の
継
続
と
地
域
拡
大
に
努
め

て
参
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
水
田
の
排
水
状
況
の
改
善

や
用
水
機
場
な
ど
の
計
画
的
更
新
な

ど
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、

農
業
基
盤
整
備
促
進
事
業
、
適
正
化
事

業
等
の
補
助
事
業
等
を
有
効
に
活
用

し
、
負
担
軽
減
に
努
め
て
参
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
農
業
用
施
設
機
能
の
維

持
強
化
と
事
務
事
業
の
合
理
化
を
進

め
、
農
業
用
水
の
安
定
供
給
を
通
し
て
、

地
域
農
業
の
発
展
に
努
め
て
参
り
ま

す
の
で
、
な
お
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

鰍

恰

割

括

潟

潟

喝
喝
喝
喝
喝

喝
喝
喝
喝
喝

石
岡
台
地
土
地
改
良
区
理
事
長

石
岡
台
地
土
地
改
良
事
業
推
進
協
議
会
会
長

　
　
　
島
　
田
　
穣
　
一
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平成29年度総代会にて22議案が承認可決！

第
68
回
通
常
総
代
会
を
開
催

　

平
成
30
年
３
月
23
日（
金
）小
美
玉
市
四
季
文
化
館
（
み
の
ー
れ
）

に
お
い
て
第
68
回
通
常
総
代
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
総
代
数
78
名
中
、

68
名
の
出
席
を
頂
き
、
島
田
理
事
長
挨
拶
、
来
賓
祝
辞
（
茨
城
県
県

央
農
林
事
務
所
平
石
土
地
改
良
部
門
長
）
の
後
、
議
長
に
鉾
田
市
の

大
関
総
代
を
選
出
し
、
平
成
30
年
度
事
業
計
画
及
び
一
般
会
計
収
入

支
出
予
算
を
含
め
た
22
議
案
と
報
告
事
項
１
件
が
慎
重
審
議
の
結
果
、

原
案
ど
お
り
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
案
第
１
号
で
は
役
員
の
辞
職
に
伴
う
補
欠
選
任
投
票
が

実
施
さ
れ
、
鉾
田
市
の
岸
田 

一
夫
氏
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は

前
任
者
の
残
任
期
間
と
な
り
平
成
32
年
５
月
30
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。
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平成30年度予算及び平成28年度決算について
平成30年度予算　一般会計及び施設管理事業特別会計

事務費
153,836
事務費
153,836
事務費
153,836

維持管理費
62,862
維持管理費
62,862
維持管理費
62,862

諸支出金
39,404
諸支出金
39,404
諸支出金
39,404

予備費
41,858
予備費
41,858
予備費
41,858

負担金 1,950負担金 1,950負担金 1,950

施設使用料
3,610
施設使用料
3,610
施設使用料
3,610
農林漁業資金償還金
3,672
農林漁業資金償還金
3,672
農林漁業資金償還金
3,672

農地転用決済金
2,870
農地転用決済金
2,870
農地転用決済金
2,870

賦課徴収費
5,502
賦課徴収費
5,502
賦課徴収費
5,502

事業推進費
120
事業推進費
120
事業推進費
120

区費
143,332
区費
143,332
区費
143,332

負担金
64,222
負担金
64,222
負担金
64,222

繰越金
28,000
繰越金
28,000
繰越金
28,000

繰入金
20,947
繰入金
20,947
繰入金
20,947

補助金
38,000
補助金
38,000
補助金
38,000

諸収入 1,060諸収入 1,060諸収入 1,060
農地転用決済金
5,049
農地転用決済金
5,049
農地転用決済金
5,049
施設使用料
4,104
施設使用料
4,104
施設使用料
4,104
農林漁業資金償還金
3,722
農林漁業資金償還金
3,722
農林漁業資金償還金
3,722

受託料
7,248
受託料
7,248
受託料
7,248

収入合計
315,684千円

支出合計
315,684千円

予算額会計名
511,264地区施設管理
120,000基幹水利施設管理受託事業
30,648維持管理適正化事業
6,723国営事業費償還
38,105土地改良事業
52,384経営体育成基盤整備事業
19,777畑地帯総合整備事業
718,833積立金

その他特別会計予算　　　　　（単位：千円）

一般会計
　経常賦課金：1,600円/10a　7月賦課
　一般会計の事務費
施設管理事業特別会計
　施設管理事業特別賦課金：2,400円/10a+各地区毎　4月賦課
　国営基幹施設及び末端地区の維持管理費

平成28年度決算　一般会計及び施設管理事業特別会計

事務費
129,830,048
事務費
129,830,048
事務費
129,830,048

維持管理費
60,790,072
維持管理費
60,790,072
維持管理費
60,790,072

諸支出金
65,114,507
諸支出金
65,114,507
諸支出金
65,114,507

負担金
26,520,000
負担金
26,520,000
負担金
26,520,000

賦課徴収費
5,843,967
賦課徴収費
5,843,967
賦課徴収費
5,843,967

事業推進費
324,997
事業推進費
324,997
事業推進費
324,997

区費
137,707,395
区費
137,707,395
区費
137,707,395

負担金
64,559,000
負担金
64,559,000
負担金
64,559,000

繰越金
33,099,859
繰越金
33,099,859
繰越金
33,099,859諸収入

965,800
諸収入
965,800
諸収入
965,800

繰入金
52,739,113
繰入金
52,739,113
繰入金
52,739,113

補助金
38,000,000
補助金
38,000,000
補助金
38,000,000

受託料
8,387,928
受託料
8,387,928
受託料
8,387,928

収入合計
335,459,095円

支出合計
288,423,591円

摘要次年度繰越額支出決算額収入決算額会計名
190,205,791278,507,586468,713,377地区施設管理

0132,600,000132,600,000基幹水利施設管理受託事業
046,407,76046,407,760維持管理適正化事業
038,603,38038,603,380農林漁業資金償還

862,783350,390,816351,253,599国営事業費償還
5,575,31013,562,73119,138,041土地改良事業

05,673,7505,673,750経営体育成基盤整備事業
047,408,08247,408,082畑地帯総合整備事業
04,618,7394,618,739施設使用
0214,988,599214,988,599農地転用決済金

524,762,967157,348,955682,111,922積立金

その他特別会計決算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
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多面的機能支払交付金による生き物調査維持管理適正化事業によるポンプ設備補修

国営造成施設管理体制整備促進事業によるPR活動基幹水利管理受託事業によるポンプ設備補修

⑴　基幹水利施設管理受託事業　　事業費　120,000千円

 電気料・整備補修費等（国営第１・２・３揚水機場）

⑵　国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）　　事業費　38,700千円

 点検整備・整備補修等（支線機場、分水工付帯工）

⑶　土地改良施設維持管理適正化事業　　事業費　24,425千円

 ポンプ設備更新（巴川沿岸地区地区第13工区）、ゲート設備整備（千代田石岡地区第３工区）

⑷　農業基盤整備促進事業　　事業費　17,146千円

 暗渠排水工（石岡台地地区）

⑸　多面的機能支払交付金（農地維持支払交付金・資源向上支払交付金）

 地区の維持管理補修・環境整備（63地区）

⑹　県営畑地帯総合整備事業

 区画整理・農道・用水施設整備（東成井西部地区・上小岩戸地区）

⑺　県営経営体育成基盤整備事業

　 暗渠排水工・農業用用水施設の整備（梶無地区第１工区）　

平成30年度 主な補助事業の実施について
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　平成30年２月19（月）小美玉市にある四季文化館（みの～
れ）にて石岡台地用水営農対策協議会講演会を行いました。
　ひらさわファーム代表、そして全国認定農業者協議会会長
でもある平澤協一氏を講師に招きまして、「石岡台地におけ
る畑作営農について」をテーマに、先進地の類似紹介を交え
ながら、石岡台地における畑作営農の展望について講演をい
ただきました。

用水営農対策協議会現地研修会の実施

畑地かんがい営農普及啓発の講演会

　平成30年２月28日（水）に関係機関職員（県・
市）と清原南部土地改良区（栃木県）にて現地
研修会を実施しました。
　畑地帯総合整備事業にて整備された地区を見
学し、岡本芳明理事長から、事業当初から現在
に至る経過や良好な営農状況に伴う地域との交
流の促進、用水の効果について説明を受けまし
た。
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賦課徴収課からのお知らせ

新しい賦課金通知書についてのお知らせ

　平成30年度から石岡台地土地改良区の賦
課金通知書兼領収書が新しくなりました。

〈主な変更点〉

①　納入方法について
　下記、金融機関を利用する場合、賦課通知
書を使用した振込が出来なくなりました。
※金融機関指定の振込通知書等に当改良区口
座を記入して納入ください。

※石岡台地土地改良区管内農協窓口以外から
納入の場合は所定の手数料が掛かります。

②　口座振替通知について
　圧着ハガキから封筒タイプへ変更しました。
③　督促状について
　督促状を使用した納入が出来なくなりまし
た。
※下記、金融機関指定の振込依頼書等に当改
良区口座を記入して納入ください。

　お振込みの際は所定の手数料が掛かります。

　平成30年度より賦課金を滞納されている組合員については督促状を発布後に納入が確認できなけ
れば催告状を送付します。
　催告状発布後、指定期限まで納付できない特別の事情がある場合は、指定期限内に必ず当改良区
事務所まで来所の上ご相談ください。

　賦課金の納入に便利な自動振替を推奨しています。下記金融機関から口座振替が行えます。

※口座振替には所定の申請用紙が必要となりますので、ご希望の際は当改良区賦課徴収課
（0299－22－2010）までご連絡ください。

催告状の送付について

賦課金の自動振替について

新　賦課金通知書兼領収書

〈農業協同組合〉
　・新ひたち野農協・やさと農協・土浦農協・水戸農協・常陸農協・ほこた農協
　・なめがた農協（玉造支店のみ）
〈金融機関〉
　・常陽銀行・筑波銀行・水戸信用金庫・茨城県信用組合・ゆうちょ銀行
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賦課徴収課からのお知らせ

組合員資格得喪通知手続きについてのお願い

　組合員の皆様に相続・売買等により耕作地
の移動や名義変更が生じた場合は、速やかに
改良区まで直接ご提出頂きますようお願い申
し上げます。手続きが遅れますと変更前の組
合員に賦課通知書が発行されてしまいます。
（関係市町農業委員会に手続きされましても
自動的に名義が変わるわけではありません。
あくまでも当改良区へ本人の届出が基本とな
ります。）

※売買等により滞納賦課金のある農地を取得
すると、土地改良法第42条（権利義務の承認
及び決済）により、新しい権利者に納付義務
が生じますので、農地を取得する場合は必ず
滞納があるか改良区へお問い合わせ下さい。

　農地を農地以外に転用する場合は、申請並びに地区除外決済金（意見書交付時）の納付が土地改良法で
義務づけられております。これは農地転用において農地が減少することにより残された農地に負担の荷重
が大きくなることから、農地負担の公平を図ることを目的として納めていただくものです。
※公共事業用地（国・県・市町などの道路買収）として買収される場合なども同様に地区除外決済金の納
付が必要となります。公共事業により転用の場合には、事業主体と十分に協議して必ずどちらかが申請す
る様にして下さい。

 

農地を転用する時（農地から宅地等にする場合など）

　「耕作していない」、「転作しているので水を使用していない」等の問い合わせがありますが、賦課金は
組合員の皆さんで揚排水機場や、排水路、農道などの施設を維持管理するための費用です。土地改良実施
地区にある農地であれば、用水を使用していなくても面積に応じて賦課されますのでご理解の程お願いしま
す。

賦課金についてよくある問い合わせ

問合せ先：石岡台地土地改良区　〒315-0015　茨城県石岡市貝地二丁目５番５号
Tel.0299－22－2010　Fax.0299－22－2019　 http://www.ishiokadaichi.jp/
中央管理所（用水期間中４月21日～８月31日）駐在
茨城県小美玉市中延２２１９　Tel. 0299－58－1468

組合員資格得喪通知書


